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後期計画（令和6年度～令和10年度）

概 要 版

令和6年（2024年）3月

日　野　町

日野町男女共同参画行動計画 ～ひのパートナープラン2019 ～
後期計画（令和6年度～令和10年度）概要版

発行：日野町／編集：企画振興課
〒529-1698　滋賀県蒲生郡日野町河原一丁目１番地
TEL：0748-52-6552　FAX：0748-52-2043
E-mail：kikaku@town.shiga-hino.lg.jp

各種相談窓口

● 日野町役場　企画振興課　　　　　　0748－52－6552
　 男女共同参画、ＤＶなど

● 日野町役場　子ども支援課　　　　　0748－52－6583
　 子どもに関わる相談

● 滋賀県立男女共同参画センター　　　0748－37－8739
　 男女共同参画、夫婦関係・家族関係、 ＤＶなど

● 彦根子ども家庭相談センター　　　　0749－24－3741

● 内閣府　ＤＶ相談ナビ　　　　　　　　　　　♯8008

● 内閣府　ＤＶ相談＋（プラス）　　　　0120－279－889
　 24時間受付

計画策定の趣旨

　日野町では、男性と女性が対等なパートナーとして社会のあらゆる分野に参画する「男女共同参画社会」の実現
をめざし、平成31年（2019年）に10年間を計画期間とする「日野町男女共同参画行動計画～ひのパートナープ
ラン2019 ～」を策定し、取り組みを進めてきました。本後期計画は、今日までの取り組みの推進状況を検証する
とともに、町民意識調査を実施し、社会情勢の変化に対応できるよう、日野町男女共同参画懇話会で審議を重ね、
意見をいただき、令和6年度から令和10年度までの5年間を期間として策定しました。

男女共同参画社会とは？

　男女がお互いに尊重し合い、職場や学校、地域や家庭で性別にかかわらず、自分の個性や能力を発揮し、いき
いきとした活動ができる社会のことを「男女共同参画社会」といいます。
　「男女共同参画社会」の実現を目指して、男女共同参画社会基本法（平成11年6月23日施行）では、5つの基本
理念を定めています。

　１．男女の人権の尊重
　　　　男女の個人としての尊厳を重んじる。男女の差別をなくして、男女である以前に一人の人間として能力

を発揮できる機会を確保していく。
　２．社会における制度または慣行についての配慮
　　　　固定的な役割分担意識にとらわれず、男女が様々な活動ができるように社会の制度や、慣行のあり方を

考えていく。
　３．政策等の立案及び決定への共同参画
　　　　男女が、社会において対等なパートナーとして、様々な方針の決定に参画できるようにしていく。
　４．家庭生活における活動と他の活動の両立
　　　　男女はともに家族の構成員です。お互いに協力し、社会の支援も受けながら家族としての役割を果たす。

仕事をしたり、学習したり、地域活動をしたりできるようにしていく。
　５．国際的協調
　　　　男女が共同で参画できる社会づくりのために、国際社会とともに歩むことは大切。他国の人びとや国際

機関とともに相互協力して取り組んでいく。

計画の期間

　この計画の期間は、令和6年度から令和10年度までの5年間とします。

計画の基本理念

　基本理念を｢男女共同参画社会の実現｣とし、以下の視点から策定しました。
（１）　一人ひとりの人権の尊重
（２）　政策・方針決定過程への男女の共同参画
（３）　固定的な性別役割分担意識の解消
（４）　社会的につくられた性別（ジェンダー）に気づく視点の定着
（５）　新たな価値・社会システムの創造

計画の基本目標

 １．男女が平等な社会をめざす意識づくり
 ２．男女がともに参画する地域社会づくり
 ３．男女がともに働きやすい条件づくり
 ４．男女がともに安心して暮らせる健康と福祉の社会づくり

計画の位置づけ

　男女共同参画社会の実現に向けて本町の施策を総合的・体系的に整備し、推進するための指針として策定した
ものです。

（１）　この計画の推進については、全町民の理解と啓発・連携・協力を期待します。

（２）　この計画は、男女共同参画社会を実現するための町全体の施策について策定しており、全町民と行政全体
で取り組むものとします。

（３）　この計画は、国内外や県の取り組みとも整合性を図るとともに、「日野町総合計画」をはじめ、町の関連計
画との整合性も図っています。

（４）　この計画は、「男女共同参画社会基本法」第14条第３項に規定されている「市町村男女共同参画計画」とし
て位置づけます。

（５）　この計画の基本目標Ⅰ「男女が平等な社会をめざす意識づくり」の基本課題４「一人ひとりの男女の人権の
確立」は、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」第2条の3第3項に規定されている「市
町村基本計画」として位置づけます。

（６）　この計画の基本目標 Ⅲ「男女がともに働きやすい条件づくり」は、「女性の職業生活における活躍の推進に
関する法律」第６条第２項に規定されている「市町村推進計画」として位置づけます。
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考えていく。
　３．政策等の立案及び決定への共同参画
　　　　男女が、社会において対等なパートナーとして、様々な方針の決定に参画できるようにしていく。
　４．家庭生活における活動と他の活動の両立
　　　　男女はともに家族の構成員です。お互いに協力し、社会の支援も受けながら家族としての役割を果たす。

仕事をしたり、学習したり、地域活動をしたりできるようにしていく。
　５．国際的協調
　　　　男女が共同で参画できる社会づくりのために、国際社会とともに歩むことは大切。他国の人びとや国際

機関とともに相互協力して取り組んでいく。

計画の期間

　この計画の期間は、令和6年度から令和10年度までの5年間とします。

計画の基本理念

　基本理念を｢男女共同参画社会の実現｣とし、以下の視点から策定しました。
（１）　一人ひとりの人権の尊重
（２）　政策・方針決定過程への男女の共同参画
（３）　固定的な性別役割分担意識の解消
（４）　社会的につくられた性別（ジェンダー）に気づく視点の定着
（５）　新たな価値・社会システムの創造

計画の基本目標

 １．男女が平等な社会をめざす意識づくり
 ２．男女がともに参画する地域社会づくり
 ３．男女がともに働きやすい条件づくり
 ４．男女がともに安心して暮らせる健康と福祉の社会づくり

計画の位置づけ

　男女共同参画社会の実現に向けて本町の施策を総合的・体系的に整備し、推進するための指針として策定した
ものです。

（１）　この計画の推進については、全町民の理解と啓発・連携・協力を期待します。

（２）　この計画は、男女共同参画社会を実現するための町全体の施策について策定しており、全町民と行政全体
で取り組むものとします。

（３）　この計画は、国内外や県の取り組みとも整合性を図るとともに、「日野町総合計画」をはじめ、町の関連計
画との整合性も図っています。

（４）　この計画は、「男女共同参画社会基本法」第14条第３項に規定されている「市町村男女共同参画計画」とし
て位置づけます。

（５）　この計画の基本目標Ⅰ「男女が平等な社会をめざす意識づくり」の基本課題４「一人ひとりの男女の人権の
確立」は、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」第2条の3第3項に規定されている「市
町村基本計画」として位置づけます。

（６）　この計画の基本目標 Ⅲ「男女がともに働きやすい条件づくり」は、「女性の職業生活における活躍の推進に
関する法律」第６条第２項に規定されている「市町村推進計画」として位置づけます。

学ぶ・気づく

「男は○○、女は○○」
と決めつけず、一人ひ
とりの個性を大切にし
ましょう

はたらく

性別にかかわらず能力
を発揮し、ワークライ
フバランスを実現しま
しょう

男性も女性も一緒に考
え、協力し、住みよい
まちづくりを進めま
しょう

くらす

高齢者や障がいのある
人がいきいきと安心し
て暮らせる社会にしま
しょう

男女共同参画
男女  すべての個人一人ひとりが

共同  共に社会のあらゆる場面で

参画  主役として活躍できる

つくる



基本目標 1 学ぶ・気づく
男女が平等な社会をめざす意識づくり

　一人ひとりの人権を尊重し、男女平等を推進する教育・学習の充実を図り、男女が平等な社会
づくりをめざします。

　男女平等の意識について、学校では、平等と感じる人が多くなっていますが、政治・経済や職場、社会通念や
しきたり等の分野で平等ではないと感じている人が多い現状にあります。
　家庭や地域、職場などあらゆる場面で男女がともに参画し、固定的な性別による役割分担意識や慣習などにと
らわれず、お互いに認め合える関係を築けるよう一人ひとりがしっかりと意識し、ジェンダー平等を推進するこ
とが大切です。

※ジェンダー平等 … 性別に関わらず、平等に責任や権利を分かちあい、あらゆる物事を一緒に決めていくこと。

基本目標 4 く ら す
男女がともに安心して暮らせる健康と福祉の社会づくり

　男女がともに安心して暮らせる健康づくりの取り組みと、高齢者や障がいのある人たちなどす
べての人が安心して暮らせる社会づくりをめざします。

基本目標 2 つ く る
男女がともに参画する地域社会づくり

　男女があらゆる分野へ参画できるための環境づくりや、家庭生活をはじめ地域活動などへ積極
的に参画できる社会づくりをめざします。

基本目標 3 は た ら く
男女がともに働きやすい条件づくり

　働く男女が、性別にかかわらず能力を充分に発揮でき、お互いに多様な働き方の選択ができ、
仕事と家庭・地域生活が両立できる社会づくりをめざします。

基　本　課　題 施 策 の 方 向

❶ 固定化した意識の流動化 ① 男女共同参画社会に向けての啓発や調査・研究・広報の充実

❷ 男女平等を推進する教育と
生涯学習の充実

① 家庭教育における男女平等の推進
② 学校教育における男女平等の推進
③ 社会教育における男女平等の推進

❸ いのちを尊び、互いの
生きる価値を認める

① 学校教育における性教育の充実
② 性に関する学習機会の充実
③ メディアにおける人権尊重の推進
④ 青少年の人権尊重のための啓発活動の推進

❶ あらゆる場への女性の参画
促進と社会活動への活性化

① 政策・方針決定過程への女性の参画促進
② 各種団体の構成に応じた女性の役員登用の啓発
③ あらゆる分野に関する人材情報収集・情報提供
④ 女性リーダーの養成とネットワーク化

❹ 一人ひとりの男女の人権の
確立

① 人権の尊重に関する啓発
② あらゆる暴力や虐待の根絶

❸ 地域社会における男女の
共同参画促進

① 自治会組織などへの女性の参画
② 地域等における慣行・慣習の見直し
③ 女性の活躍支援
④ まちづくり活動での取り組みの推進
⑤ ボランティア活動等での取り組みの推進
⑥ 地域社会への男女の共同参画促進のための学習機会の充実

❷ 家庭生活における男女の
共同参画促進

① 男女の固定的性別役割分担意識の是正のための啓発
② 男女共同参画の視点からの生涯学習・家庭教育の充実

❹ 国際交流・多文化共生社会
の促進

① 国際的な視野の醸成
② 多様な文化や慣習をもつ人びととの共存ができる社会づくり

基　本　課　題 施 策 の 方 向

　地域では、昔から続く慣習やしきたりが多く残っており、自治会組織等の役員に女性が就くことが少なく、女性
の視点での意見が反映されにくい現状があります。また、地域内でこれまで当然とされてきたことにも不平等であ
るとの認識があります。
　一人ひとりが地域の一員として、住みよい地域づくりを進めていくため、男女の意見が平等に反映され、運営や
活動ができる仕組みづくりに取り組むことが必要です。

　働く場では、性別に関係なく仕事の能力が評価されることや希望する研修を受けることができるなど、性別によ
る格差なく能力を発揮できる環境づくりが求められています。
　また、男女ともに育児・介護休暇を取得できるなど、家庭と仕事の両立ができるワークライフバランスの実現に
向けた取り組みが必要です。

　主たる介護者については、男性も女性とともに介護するべきと考える人が半数以上を占めています。
　介護保険制度や介護休暇などの制度を利用しながら、男性も女性も協力して介護を担えるように意識啓発を進
める必要があります。

◆各分野の男女の平等感

基　本　課　題 施 策 の 方 向

❸ 障がいのある人たちが安心
して暮らせる環境の整備

① 住民参加によるノーマライゼーションの実現
② 自主性の確立と平等な社会づくり
③ 地域活動と生活支援施策の充実

❶ 男女の健康保持・増進
① 性と生殖に関する健康と権利（リプロダクティブ・ヘルス／
　 ライツ）に関する概念の普及・浸透
② 生涯を通じた男女の健康づくり支援
③ 女性の母性保護に関する支援

❷ 高齢者等がいきいきと安心
して暮らせる体制の整備

① 高齢期における社会参画の促進・介護予防の充実
② 高齢期の生活支援の推進
③ 介護・医療等の多職種連携の推進
④ 介護保険サービスの充実
⑤ 虐待防止・権利擁護対策の推進　

❹ ひとり親家庭が安心して
暮らせる環境の整備

① ひとり親家庭の自立の支援

◆家庭で介護をするのは、多くの場合女性となっていることについて◆地域で考えられる不平等

❶ 雇用の分野における男女の
機会均等の推進と就労条件
の向上

① 女性の労働に関する調査・研究
② 雇用の分野における男女の機会均等・待遇の確保に関する啓発

❸ 男女がともに職業生活と
家庭・地域生活が両立
できる社会づくり

① 育児・介護休業制度・再就職支援事業の普及啓発
② 育児・看護・介護にかかる支援の充実と支援
③ 労働時間短縮・弾力化の促進

❹ 農林漁業や商工自営業等
での働きやすい環境づくり

① 経営や方針決定過程への女性の参画拡大
② 女性の経済的・社会的地位の向上
③ 女性グループ等の支援

❷ 多様な働き方に対応できる
条件整備

① パートタイム労働等における就労条件の向上
② 新しい働き方のための情報提供

基　本　課　題 施 策 の 方 向

◆職場で実現すればよいと思うこと

その他

会議などで女性が意見を言っても取り上げてもらえない

会議などで女性は下座に座るほうが良いと思われている

地域の祭りなどで女子は参加できなかったり、男子と差がある

女性を世帯の代表者と認めない

区の運営に女性が参加しにくく、役員にも選ばれない

奉仕作業などに男性が出ていないと不参料をとられる
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■女性
■男性
■全体

「仕事第一」の考え方だけでなく、男女とも自分の
ライフスタイルに合った働き方を選ぶことができる

女性が仕事上の方針などの決定に参画する

男女とも有休の育児、介護休暇を取れる

男女とも自分の希望する研修を受けることができる

男女にかかわらず仕事の能力が評価される

賃金や昇進における男女差がなくなる

求人や採用における男女差がなくなる

■思う
■どちらともいえない
■思わない
■無回答
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基本目標 1 学ぶ・気づく
男女が平等な社会をめざす意識づくり

　一人ひとりの人権を尊重し、男女平等を推進する教育・学習の充実を図り、男女が平等な社会
づくりをめざします。

　男女平等の意識について、学校では、平等と感じる人が多くなっていますが、政治・経済や職場、社会通念や
しきたり等の分野で平等ではないと感じている人が多い現状にあります。
　家庭や地域、職場などあらゆる場面で男女がともに参画し、固定的な性別による役割分担意識や慣習などにと
らわれず、お互いに認め合える関係を築けるよう一人ひとりがしっかりと意識し、ジェンダー平等を推進するこ
とが大切です。

※ジェンダー平等 … 性別に関わらず、平等に責任や権利を分かちあい、あらゆる物事を一緒に決めていくこと。

基本目標 4 く ら す
男女がともに安心して暮らせる健康と福祉の社会づくり

　男女がともに安心して暮らせる健康づくりの取り組みと、高齢者や障がいのある人たちなどす
べての人が安心して暮らせる社会づくりをめざします。

基本目標 2 つ く る
男女がともに参画する地域社会づくり

　男女があらゆる分野へ参画できるための環境づくりや、家庭生活をはじめ地域活動などへ積極
的に参画できる社会づくりをめざします。

基本目標 3 は た ら く
男女がともに働きやすい条件づくり

　働く男女が、性別にかかわらず能力を充分に発揮でき、お互いに多様な働き方の選択ができ、
仕事と家庭・地域生活が両立できる社会づくりをめざします。

基　本　課　題 施 策 の 方 向

❶ 固定化した意識の流動化 ① 男女共同参画社会に向けての啓発や調査・研究・広報の充実

❷ 男女平等を推進する教育と
生涯学習の充実

① 家庭教育における男女平等の推進
② 学校教育における男女平等の推進
③ 社会教育における男女平等の推進

❸ いのちを尊び、互いの
生きる価値を認める

① 学校教育における性教育の充実
② 性に関する学習機会の充実
③ メディアにおける人権尊重の推進
④ 青少年の人権尊重のための啓発活動の推進

❶ あらゆる場への女性の参画
促進と社会活動への活性化

① 政策・方針決定過程への女性の参画促進
② 各種団体の構成に応じた女性の役員登用の啓発
③ あらゆる分野に関する人材情報収集・情報提供
④ 女性リーダーの養成とネットワーク化

❹ 一人ひとりの男女の人権の
確立

① 人権の尊重に関する啓発
② あらゆる暴力や虐待の根絶

❸ 地域社会における男女の
共同参画促進

① 自治会組織などへの女性の参画
② 地域等における慣行・慣習の見直し
③ 女性の活躍支援
④ まちづくり活動での取り組みの推進
⑤ ボランティア活動等での取り組みの推進
⑥ 地域社会への男女の共同参画促進のための学習機会の充実

❷ 家庭生活における男女の
共同参画促進

① 男女の固定的性別役割分担意識の是正のための啓発
② 男女共同参画の視点からの生涯学習・家庭教育の充実

❹ 国際交流・多文化共生社会
の促進

① 国際的な視野の醸成
② 多様な文化や慣習をもつ人びととの共存ができる社会づくり

基　本　課　題 施 策 の 方 向

　地域では、昔から続く慣習やしきたりが多く残っており、自治会組織等の役員に女性が就くことが少なく、女性
の視点での意見が反映されにくい現状があります。また、地域内でこれまで当然とされてきたことにも不平等であ
るとの認識があります。
　一人ひとりが地域の一員として、住みよい地域づくりを進めていくため、男女の意見が平等に反映され、運営や
活動ができる仕組みづくりに取り組むことが必要です。

　働く場では、性別に関係なく仕事の能力が評価されることや希望する研修を受けることができるなど、性別によ
る格差なく能力を発揮できる環境づくりが求められています。
　また、男女ともに育児・介護休暇を取得できるなど、家庭と仕事の両立ができるワークライフバランスの実現に
向けた取り組みが必要です。

　主たる介護者については、男性も女性とともに介護するべきと考える人が半数以上を占めています。
　介護保険制度や介護休暇などの制度を利用しながら、男性も女性も協力して介護を担えるように意識啓発を進
める必要があります。

◆各分野の男女の平等感

基　本　課　題 施 策 の 方 向

❸ 障がいのある人たちが安心
して暮らせる環境の整備

① 住民参加によるノーマライゼーションの実現
② 自主性の確立と平等な社会づくり
③ 地域活動と生活支援施策の充実

❶ 男女の健康保持・増進
① 性と生殖に関する健康と権利（リプロダクティブ・ヘルス／
　 ライツ）に関する概念の普及・浸透
② 生涯を通じた男女の健康づくり支援
③ 女性の母性保護に関する支援

❷ 高齢者等がいきいきと安心
して暮らせる体制の整備

① 高齢期における社会参画の促進・介護予防の充実
② 高齢期の生活支援の推進
③ 介護・医療等の多職種連携の推進
④ 介護保険サービスの充実
⑤ 虐待防止・権利擁護対策の推進　

❹ ひとり親家庭が安心して
暮らせる環境の整備

① ひとり親家庭の自立の支援

◆家庭で介護をするのは、多くの場合女性となっていることについて◆地域で考えられる不平等

❶ 雇用の分野における男女の
機会均等の推進と就労条件
の向上

① 女性の労働に関する調査・研究
② 雇用の分野における男女の機会均等・待遇の確保に関する啓発

❸ 男女がともに職業生活と
家庭・地域生活が両立
できる社会づくり

① 育児・介護休業制度・再就職支援事業の普及啓発
② 育児・看護・介護にかかる支援の充実と支援
③ 労働時間短縮・弾力化の促進

❹ 農林漁業や商工自営業等
での働きやすい環境づくり

① 経営や方針決定過程への女性の参画拡大
② 女性の経済的・社会的地位の向上
③ 女性グループ等の支援

❷ 多様な働き方に対応できる
条件整備

① パートタイム労働等における就労条件の向上
② 新しい働き方のための情報提供

基　本　課　題 施 策 の 方 向

◆職場で実現すればよいと思うこと

その他

会議などで女性が意見を言っても取り上げてもらえない

会議などで女性は下座に座るほうが良いと思われている

地域の祭りなどで女子は参加できなかったり、男子と差がある

女性を世帯の代表者と認めない

区の運営に女性が参加しにくく、役員にも選ばれない

奉仕作業などに男性が出ていないと不参料をとられる
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「仕事第一」の考え方だけでなく、男女とも自分の
ライフスタイルに合った働き方を選ぶことができる

女性が仕事上の方針などの決定に参画する

男女とも有休の育児、介護休暇を取れる

男女とも自分の希望する研修を受けることができる

男女にかかわらず仕事の能力が評価される
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家庭生活

地域活動（町内会等）

社会通念やしきたり等

学校（教育の場）
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職場（賃金・昇進）
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

■平等である ■やや男性が優遇されている ■男性が優遇されている ■やや女性が優遇されている ■女性が優遇されている ■無回答

36.1%

27.9%

16.0%

69.6%

31.1%

19.9%

17.3%

38.5%

39.8%

35.1%

45.7%

17.1%

48.8%

47.0%

39.6%

33.7%

14.7%

15.8%

27.8%

2.0%

14.7%

28.9%

38.1%

18.4%

5.5%

14.9%

5.7%

5.0%

2.2%

0.9%

2.0%

4.2%

1.8%

2.6%

1.3%

1.1%

0.7%

0.2%

0.4%

1.8%

2.2%

3.7%

3.5%

5.3%

2.6%

3.1%

2.6%

3.5%



基本目標 1 学ぶ・気づく
男女が平等な社会をめざす意識づくり

　一人ひとりの人権を尊重し、男女平等を推進する教育・学習の充実を図り、男女が平等な社会
づくりをめざします。

　男女平等の意識について、学校では、平等と感じる人が多くなっていますが、政治・経済や職場、社会通念や
しきたり等の分野で平等ではないと感じている人が多い現状にあります。
　家庭や地域、職場などあらゆる場面で男女がともに参画し、固定的な性別による役割分担意識や慣習などにと
らわれず、お互いに認め合える関係を築けるよう一人ひとりがしっかりと意識し、ジェンダー平等を推進するこ
とが大切です。

※ジェンダー平等 … 性別に関わらず、平等に責任や権利を分かちあい、あらゆる物事を一緒に決めていくこと。

基本目標 4 く ら す
男女がともに安心して暮らせる健康と福祉の社会づくり

　男女がともに安心して暮らせる健康づくりの取り組みと、高齢者や障がいのある人たちなどす
べての人が安心して暮らせる社会づくりをめざします。

基本目標 2 つ く る
男女がともに参画する地域社会づくり

　男女があらゆる分野へ参画できるための環境づくりや、家庭生活をはじめ地域活動などへ積極
的に参画できる社会づくりをめざします。

基本目標 3 は た ら く
男女がともに働きやすい条件づくり

　働く男女が、性別にかかわらず能力を充分に発揮でき、お互いに多様な働き方の選択ができ、
仕事と家庭・地域生活が両立できる社会づくりをめざします。

基　本　課　題 施 策 の 方 向

❶ 固定化した意識の流動化 ① 男女共同参画社会に向けての啓発や調査・研究・広報の充実

❷ 男女平等を推進する教育と
生涯学習の充実

① 家庭教育における男女平等の推進
② 学校教育における男女平等の推進
③ 社会教育における男女平等の推進

❸ いのちを尊び、互いの
生きる価値を認める

① 学校教育における性教育の充実
② 性に関する学習機会の充実
③ メディアにおける人権尊重の推進
④ 青少年の人権尊重のための啓発活動の推進

❶ あらゆる場への女性の参画
促進と社会活動への活性化

① 政策・方針決定過程への女性の参画促進
② 各種団体の構成に応じた女性の役員登用の啓発
③ あらゆる分野に関する人材情報収集・情報提供
④ 女性リーダーの養成とネットワーク化

❹ 一人ひとりの男女の人権の
確立

① 人権の尊重に関する啓発
② あらゆる暴力や虐待の根絶

❸ 地域社会における男女の
共同参画促進

① 自治会組織などへの女性の参画
② 地域等における慣行・慣習の見直し
③ 女性の活躍支援
④ まちづくり活動での取り組みの推進
⑤ ボランティア活動等での取り組みの推進
⑥ 地域社会への男女の共同参画促進のための学習機会の充実

❷ 家庭生活における男女の
共同参画促進

① 男女の固定的性別役割分担意識の是正のための啓発
② 男女共同参画の視点からの生涯学習・家庭教育の充実

❹ 国際交流・多文化共生社会
の促進

① 国際的な視野の醸成
② 多様な文化や慣習をもつ人びととの共存ができる社会づくり

基　本　課　題 施 策 の 方 向

　地域では、昔から続く慣習やしきたりが多く残っており、自治会組織等の役員に女性が就くことが少なく、女性
の視点での意見が反映されにくい現状があります。また、地域内でこれまで当然とされてきたことにも不平等であ
るとの認識があります。
　一人ひとりが地域の一員として、住みよい地域づくりを進めていくため、男女の意見が平等に反映され、運営や
活動ができる仕組みづくりに取り組むことが必要です。

　働く場では、性別に関係なく仕事の能力が評価されることや希望する研修を受けることができるなど、性別によ
る格差なく能力を発揮できる環境づくりが求められています。
　また、男女ともに育児・介護休暇を取得できるなど、家庭と仕事の両立ができるワークライフバランスの実現に
向けた取り組みが必要です。

　主たる介護者については、男性も女性とともに介護するべきと考える人が半数以上を占めています。
　介護保険制度や介護休暇などの制度を利用しながら、男性も女性も協力して介護を担えるように意識啓発を進
める必要があります。

◆各分野の男女の平等感

基　本　課　題 施 策 の 方 向

❸ 障がいのある人たちが安心
して暮らせる環境の整備

① 住民参加によるノーマライゼーションの実現
② 自主性の確立と平等な社会づくり
③ 地域活動と生活支援施策の充実

❶ 男女の健康保持・増進
① 性と生殖に関する健康と権利（リプロダクティブ・ヘルス／
　 ライツ）に関する概念の普及・浸透
② 生涯を通じた男女の健康づくり支援
③ 女性の母性保護に関する支援

❷ 高齢者等がいきいきと安心
して暮らせる体制の整備

① 高齢期における社会参画の促進・介護予防の充実
② 高齢期の生活支援の推進
③ 介護・医療等の多職種連携の推進
④ 介護保険サービスの充実
⑤ 虐待防止・権利擁護対策の推進　

❹ ひとり親家庭が安心して
暮らせる環境の整備

① ひとり親家庭の自立の支援

◆家庭で介護をするのは、多くの場合女性となっていることについて◆地域で考えられる不平等

❶ 雇用の分野における男女の
機会均等の推進と就労条件
の向上

① 女性の労働に関する調査・研究
② 雇用の分野における男女の機会均等・待遇の確保に関する啓発

❸ 男女がともに職業生活と
家庭・地域生活が両立
できる社会づくり

① 育児・介護休業制度・再就職支援事業の普及啓発
② 育児・看護・介護にかかる支援の充実と支援
③ 労働時間短縮・弾力化の促進

❹ 農林漁業や商工自営業等
での働きやすい環境づくり

① 経営や方針決定過程への女性の参画拡大
② 女性の経済的・社会的地位の向上
③ 女性グループ等の支援

❷ 多様な働き方に対応できる
条件整備

① パートタイム労働等における就労条件の向上
② 新しい働き方のための情報提供

基　本　課　題 施 策 の 方 向

◆職場で実現すればよいと思うこと

その他

会議などで女性が意見を言っても取り上げてもらえない
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基本目標 1 学ぶ・気づく
男女が平等な社会をめざす意識づくり

　一人ひとりの人権を尊重し、男女平等を推進する教育・学習の充実を図り、男女が平等な社会
づくりをめざします。

　男女平等の意識について、学校では、平等と感じる人が多くなっていますが、政治・経済や職場、社会通念や
しきたり等の分野で平等ではないと感じている人が多い現状にあります。
　家庭や地域、職場などあらゆる場面で男女がともに参画し、固定的な性別による役割分担意識や慣習などにと
らわれず、お互いに認め合える関係を築けるよう一人ひとりがしっかりと意識し、ジェンダー平等を推進するこ
とが大切です。

※ジェンダー平等 … 性別に関わらず、平等に責任や権利を分かちあい、あらゆる物事を一緒に決めていくこと。

基本目標 4 く ら す
男女がともに安心して暮らせる健康と福祉の社会づくり

　男女がともに安心して暮らせる健康づくりの取り組みと、高齢者や障がいのある人たちなどす
べての人が安心して暮らせる社会づくりをめざします。

基本目標 2 つ く る
男女がともに参画する地域社会づくり

　男女があらゆる分野へ参画できるための環境づくりや、家庭生活をはじめ地域活動などへ積極
的に参画できる社会づくりをめざします。

基本目標 3 は た ら く
男女がともに働きやすい条件づくり

　働く男女が、性別にかかわらず能力を充分に発揮でき、お互いに多様な働き方の選択ができ、
仕事と家庭・地域生活が両立できる社会づくりをめざします。

基　本　課　題 施 策 の 方 向

❶ 固定化した意識の流動化 ① 男女共同参画社会に向けての啓発や調査・研究・広報の充実

❷ 男女平等を推進する教育と
生涯学習の充実

① 家庭教育における男女平等の推進
② 学校教育における男女平等の推進
③ 社会教育における男女平等の推進

❸ いのちを尊び、互いの
生きる価値を認める

① 学校教育における性教育の充実
② 性に関する学習機会の充実
③ メディアにおける人権尊重の推進
④ 青少年の人権尊重のための啓発活動の推進

❶ あらゆる場への女性の参画
促進と社会活動への活性化

① 政策・方針決定過程への女性の参画促進
② 各種団体の構成に応じた女性の役員登用の啓発
③ あらゆる分野に関する人材情報収集・情報提供
④ 女性リーダーの養成とネットワーク化

❹ 一人ひとりの男女の人権の
確立

① 人権の尊重に関する啓発
② あらゆる暴力や虐待の根絶

❸ 地域社会における男女の
共同参画促進

① 自治会組織などへの女性の参画
② 地域等における慣行・慣習の見直し
③ 女性の活躍支援
④ まちづくり活動での取り組みの推進
⑤ ボランティア活動等での取り組みの推進
⑥ 地域社会への男女の共同参画促進のための学習機会の充実

❷ 家庭生活における男女の
共同参画促進

① 男女の固定的性別役割分担意識の是正のための啓発
② 男女共同参画の視点からの生涯学習・家庭教育の充実

❹ 国際交流・多文化共生社会
の促進

① 国際的な視野の醸成
② 多様な文化や慣習をもつ人びととの共存ができる社会づくり

基　本　課　題 施 策 の 方 向

　地域では、昔から続く慣習やしきたりが多く残っており、自治会組織等の役員に女性が就くことが少なく、女性
の視点での意見が反映されにくい現状があります。また、地域内でこれまで当然とされてきたことにも不平等であ
るとの認識があります。
　一人ひとりが地域の一員として、住みよい地域づくりを進めていくため、男女の意見が平等に反映され、運営や
活動ができる仕組みづくりに取り組むことが必要です。

　働く場では、性別に関係なく仕事の能力が評価されることや希望する研修を受けることができるなど、性別によ
る格差なく能力を発揮できる環境づくりが求められています。
　また、男女ともに育児・介護休暇を取得できるなど、家庭と仕事の両立ができるワークライフバランスの実現に
向けた取り組みが必要です。

　主たる介護者については、男性も女性とともに介護するべきと考える人が半数以上を占めています。
　介護保険制度や介護休暇などの制度を利用しながら、男性も女性も協力して介護を担えるように意識啓発を進
める必要があります。

◆各分野の男女の平等感

基　本　課　題 施 策 の 方 向

❸ 障がいのある人たちが安心
して暮らせる環境の整備

① 住民参加によるノーマライゼーションの実現
② 自主性の確立と平等な社会づくり
③ 地域活動と生活支援施策の充実

❶ 男女の健康保持・増進
① 性と生殖に関する健康と権利（リプロダクティブ・ヘルス／
　 ライツ）に関する概念の普及・浸透
② 生涯を通じた男女の健康づくり支援
③ 女性の母性保護に関する支援

❷ 高齢者等がいきいきと安心
して暮らせる体制の整備

① 高齢期における社会参画の促進・介護予防の充実
② 高齢期の生活支援の推進
③ 介護・医療等の多職種連携の推進
④ 介護保険サービスの充実
⑤ 虐待防止・権利擁護対策の推進　

❹ ひとり親家庭が安心して
暮らせる環境の整備

① ひとり親家庭の自立の支援

◆家庭で介護をするのは、多くの場合女性となっていることについて◆地域で考えられる不平等

❶ 雇用の分野における男女の
機会均等の推進と就労条件
の向上

① 女性の労働に関する調査・研究
② 雇用の分野における男女の機会均等・待遇の確保に関する啓発

❸ 男女がともに職業生活と
家庭・地域生活が両立
できる社会づくり

① 育児・介護休業制度・再就職支援事業の普及啓発
② 育児・看護・介護にかかる支援の充実と支援
③ 労働時間短縮・弾力化の促進

❹ 農林漁業や商工自営業等
での働きやすい環境づくり

① 経営や方針決定過程への女性の参画拡大
② 女性の経済的・社会的地位の向上
③ 女性グループ等の支援

❷ 多様な働き方に対応できる
条件整備

① パートタイム労働等における就労条件の向上
② 新しい働き方のための情報提供

基　本　課　題 施 策 の 方 向

◆職場で実現すればよいと思うこと

その他

会議などで女性が意見を言っても取り上げてもらえない

会議などで女性は下座に座るほうが良いと思われている

地域の祭りなどで女子は参加できなかったり、男子と差がある

女性を世帯の代表者と認めない

区の運営に女性が参加しにくく、役員にも選ばれない

奉仕作業などに男性が出ていないと不参料をとられる
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（令和５年度町民意識調査より）

■女性
■男性
■全体

「仕事第一」の考え方だけでなく、男女とも自分の
ライフスタイルに合った働き方を選ぶことができる

女性が仕事上の方針などの決定に参画する

男女とも有休の育児、介護休暇を取れる

男女とも自分の希望する研修を受けることができる

男女にかかわらず仕事の能力が評価される

賃金や昇進における男女差がなくなる

求人や採用における男女差がなくなる

■思う
■どちらともいえない
■思わない
■無回答
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（令和５年度町民意識調査より）
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■当然だと思う
■男性も女性に協力するべきだと思う
■むしろ男性が中心になるべきだと思う
■無回答

■仕方がないと思う
■男性も女性とともに介護するべきだと思う
■その他

0.4%

8.4% 29.1% 54.4%

3.4%

3.8%

0.4%

（令和５年度町民意識調査より）

（令和５年度町民意識調査より）

家庭生活

地域活動（町内会等）

社会通念やしきたり等

学校（教育の場）

就職・雇用

職場（賃金・昇進）

政治・経済

法律・制度
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■平等である ■やや男性が優遇されている ■男性が優遇されている ■やや女性が優遇されている ■女性が優遇されている ■無回答
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概 要 版

令和6年（2024年）3月

日　野　町

日野町男女共同参画行動計画 ～ひのパートナープラン2019 ～
後期計画（令和6年度～令和10年度）概要版

発行：日野町／編集：企画振興課
〒529-1698　滋賀県蒲生郡日野町河原一丁目１番地
TEL：0748-52-6552　FAX：0748-52-2043
E-mail：kikaku@town.shiga-hino.lg.jp

各種相談窓口

● 日野町役場　企画振興課　　　　　　0748－52－6552
　 男女共同参画、ＤＶなど

● 日野町役場　子ども支援課　　　　　0748－52－6583
　 子どもに関わる相談

● 滋賀県立男女共同参画センター　　　0748－37－8739
　 男女共同参画、夫婦関係・家族関係、 ＤＶなど

● 彦根子ども家庭相談センター　　　　0749－24－3741

● 内閣府　ＤＶ相談ナビ　　　　　　　　　　　♯8008

● 内閣府　ＤＶ相談＋（プラス）　　　　0120－279－889
　 24時間受付

計画策定の趣旨

　日野町では、男性と女性が対等なパートナーとして社会のあらゆる分野に参画する「男女共同参画社会」の実現
をめざし、平成31年（2019年）に10年間を計画期間とする「日野町男女共同参画行動計画～ひのパートナープ
ラン2019 ～」を策定し、取り組みを進めてきました。本後期計画は、今日までの取り組みの推進状況を検証する
とともに、町民意識調査を実施し、社会情勢の変化に対応できるよう、日野町男女共同参画懇話会で審議を重ね、
意見をいただき、令和6年度から令和10年度までの5年間を期間として策定しました。

男女共同参画社会とは？

　男女がお互いに尊重し合い、職場や学校、地域や家庭で性別にかかわらず、自分の個性や能力を発揮し、いき
いきとした活動ができる社会のことを「男女共同参画社会」といいます。
　「男女共同参画社会」の実現を目指して、男女共同参画社会基本法（平成11年6月23日施行）では、5つの基本
理念を定めています。

　１．男女の人権の尊重
　　　　男女の個人としての尊厳を重んじる。男女の差別をなくして、男女である以前に一人の人間として能力

を発揮できる機会を確保していく。
　２．社会における制度または慣行についての配慮
　　　　固定的な役割分担意識にとらわれず、男女が様々な活動ができるように社会の制度や、慣行のあり方を

考えていく。
　３．政策等の立案及び決定への共同参画
　　　　男女が、社会において対等なパートナーとして、様々な方針の決定に参画できるようにしていく。
　４．家庭生活における活動と他の活動の両立
　　　　男女はともに家族の構成員です。お互いに協力し、社会の支援も受けながら家族としての役割を果たす。

仕事をしたり、学習したり、地域活動をしたりできるようにしていく。
　５．国際的協調
　　　　男女が共同で参画できる社会づくりのために、国際社会とともに歩むことは大切。他国の人びとや国際

機関とともに相互協力して取り組んでいく。

計画の期間

　この計画の期間は、令和6年度から令和10年度までの5年間とします。

計画の基本理念

　基本理念を｢男女共同参画社会の実現｣とし、以下の視点から策定しました。
（１）　一人ひとりの人権の尊重
（２）　政策・方針決定過程への男女の共同参画
（３）　固定的な性別役割分担意識の解消
（４）　社会的につくられた性別（ジェンダー）に気づく視点の定着
（５）　新たな価値・社会システムの創造

計画の基本目標

 １．男女が平等な社会をめざす意識づくり
 ２．男女がともに参画する地域社会づくり
 ３．男女がともに働きやすい条件づくり
 ４．男女がともに安心して暮らせる健康と福祉の社会づくり

計画の位置づけ

　男女共同参画社会の実現に向けて本町の施策を総合的・体系的に整備し、推進するための指針として策定した
ものです。

（１）　この計画の推進については、全町民の理解と啓発・連携・協力を期待します。

（２）　この計画は、男女共同参画社会を実現するための町全体の施策について策定しており、全町民と行政全体
で取り組むものとします。

（３）　この計画は、国内外や県の取り組みとも整合性を図るとともに、「日野町総合計画」をはじめ、町の関連計
画との整合性も図っています。

（４）　この計画は、「男女共同参画社会基本法」第14条第３項に規定されている「市町村男女共同参画計画」とし
て位置づけます。

（５）　この計画の基本目標Ⅰ「男女が平等な社会をめざす意識づくり」の基本課題４「一人ひとりの男女の人権の
確立」は、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」第2条の3第3項に規定されている「市
町村基本計画」として位置づけます。

（６）　この計画の基本目標 Ⅲ「男女がともに働きやすい条件づくり」は、「女性の職業生活における活躍の推進に
関する法律」第６条第２項に規定されている「市町村推進計画」として位置づけます。

学ぶ・気づく

「男は○○、女は○○」
と決めつけず、一人ひ
とりの個性を大切にし
ましょう

はたらく

性別にかかわらず能力
を発揮し、ワークライ
フバランスを実現しま
しょう

男性も女性も一緒に考
え、協力し、住みよい
まちづくりを進めま
しょう

くらす

高齢者や障がいのある
人がいきいきと安心し
て暮らせる社会にしま
しょう

男女共同参画
男女  すべての個人一人ひとりが

共同  共に社会のあらゆる場面で

参画  主役として活躍できる

つくる


